
 

藤瀬クリニック 訪問診療のご案内 

 

 

 

「訪問診療」とは、患者さんの同意と医療管理計画の下、定期的に医師が訪問して診療

を行うことをいいます。 

・当クリニックは、「在宅療養支援診療所」として登録をしておりますので、電話による

お問い合わせは 24 時間ご連絡がとれる体制となっております。また、緊急時には往

診（予定外の訪問による診療）も可能です。詳しい連絡方法は、別紙でご説明しており

ますのでご参照ください。 

・在宅診療にあたり知り得た個人情報等は取扱厳守といたしますが、「個人情報保護指針」

に基づき他の医療機関、介護保険施設等との連携上必要な情報については提供する場

合があります。 

 

                                                                                                                                                                                                                       

 

・在宅療養に関する費用は医療保険で取り扱われます。お薬は院外処方のため、費用は

別途薬局でお支払いいただきます。 

・月あたりに訪問する回数や治療内容で医療費は変わります。また加入している医療保

険負担の割合、障害者手帳の有無、原爆手帳などにより負担額が変わってきます。 

・ 訪問診療を始める時には、お持ちの保険証や公費負担の受給者証など提示していた 

だきます。 

・ 介護保険をご利用の方は、ケアマネジャー様などへ定期的に情報提供をおこなうため、別途

費用が生じることがあります（居宅療養指導管理料）。費用は１割負担の方で月額 260 円か

ら 600 円です。 

 

 

 

・精算はひと月毎に行います。 

・ご請求書は基本的に翌月 10 日頃までに作成し、郵送で送付いたします。 

・お支払いは当院窓口に直接お支払いにお越しいただくか、指定口座への振込となり 

ます。振込のご精算の場合は、手数料はご負担いただきます。 

 ・お住まいの異なる方がお支払いになるなどの場合は、別紙にて事前にお知らせ下さい。 

請求書とご案内の文書を郵送させていただきます） 

 

 

 

 

 

費用について 

訪問診療について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お支払いについて 



 
 
 

基本的には月 2 回の訪問診療ですが、病状等により訪問回数は変わります。 

  費用に関しては、 

① 診療に関する費用（在宅訪問診療料 回数毎）と、 

② 医学管理と投薬に関する費用（在宅時医学総合管理料または施設入居時等医学総合管    

   理料 月 1 回） が基本となります。 

③ その他の費用（調剤薬局の費用、注射・検査等を行った場合の費用）との合計が 

ひと月にご負担いただく費用となります。 

＊在宅酸素療を使用している患者様、自宅で中心静脈の点滴を実施している患者様、 

気管切開をして過ごされている患者様など自宅で高度な医療を行っている場合は、 

それらの管理料が別途算定することになります。 

＊また、特別な管理を要する患者様（例えば、末期の悪性腫瘍・指定難病・在宅酸素 

胃ろう・尿道カテーテル等留置している場合等）につきましては、加算が高くなります。   

（＊2 割又は 3 割負担の方は、点数を 2 倍又は 3 倍にした金額になります。） 

 

 

例）月 2 回訪問診療 

算定項目 費用 

 ①訪問診療料        2 回  830×2 回 1,660 円 

 ②在宅時医学総合管理料  3,700 円 

計  5,360 円 

 

 

その他の費用 

 ③調剤薬局の費用 

 ③注射、処置、検査等 

 ③在宅療養にかかる指導料、加算、材料の費用 

          

 

 

 

○70 歳以上で自己負担割合が 1 割、2 割の方は、ご請求上限額が月額 18,000 円となります。 

 年齢に関わらず自己負担割合が 3 割の方は、所得に応じた負担上限額が設定されておりますので、

「限度額適用認定証」を事前に取得することをお勧めします。詳しくは厚生労働省のホームページを

ご覧ください。 

○原爆手帳をお持ちの方や指定難病の方は、該当の資格によって、自己負担額が軽減される場合があり

ます。 

訪問診療にかかる費用についての具体例 

 

定期的な月額負担の例（自宅 1 割負担） 

 

高額医療陽制度について 

 


